
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

遠賀川5.3 ㎞

特にない ４ｍ町道 遠賀川駅北方5.3 ㎞

少子高齢化等から人口減少が続いており需要は弱いが、中心部への需
要の集中等、不動産市況はまだら模様である。

戸建住宅が立ち並ぶ既成住宅地であり、大きな地域要因の変動はない
。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅が立ち並ぶ既成住宅地域であり、これまで特に大きな地域要因の変動はなく、今後も現況のまま推移し
ていくものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

地域内の建物利用は自用の住宅が大部分を占め、賃貸市場が未成熟であるため、収益還元法の適用は断念し、取引事例
比較法のみ適用した。需要者はこれらの住宅の購入者であり、購入の検討に当たっては、代替不動産との間で居住の快
適性を主眼とした価格比較を行うものと思料される。取引事例比較法は、このような市場の実態を反映し、説得力に優
れるものと考えられる。したがって本件では比準価格を採用し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、概ね芦屋町及び周辺市町と判断される。旧芦屋町中心部に近い既成住宅地域であり、需要者は、概ね当
町及び周辺へ通勤する、エンドユーザーが中心と思料される。高齢化率が高く人口も減少傾向にあることから、不動産
需要が強まる傾向にはないが、中心部に需要が集まる傾向がみられ、価格が上昇傾向にある地域もある。市場の中心価
格帯は土地価格は１５０㎡で３７０万円強程度、新築戸建住宅で２０００～２３００万円程度である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

屋(県) － 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 25

屋(県)　 － 1 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 堀　和義

株式会社　総研

令和 5 6 30

令和 5 7 7

（その他）

遠賀郡 屋町高浜町３０８７番７８
「高浜町２２－６」

132

長方形

1：1.5 Ｗ 2

北西4 m

町道

水道、

下水

（都） １住居
(60,200)

(60,160)

150 50 100 150 戸建住宅地

10 15 150 長方形

（都） １住居
(60,160)

戸建住宅地 ない

24,900

／

／

／

令和 5

1.1

3,290,000 24,900

□ □

□ □

□ □

■
24,700

+0.8



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｋ

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

建付
地

建付
地

更地

建付
地

ほぼ長
方形

ほぼ台
形

不整形

台形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

宅地-2屋(県) － 1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

24,900

1253

北東13 m国道 （都）１住居
(60,200)

+0.07

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

27,872 100.0

100.6

100.0 100.0 28,039 112.4 24,946 24,900

+6.0 +1.0 +5.0

0.0 0.0

100.0

24,900

204

南西8.5 m県道
北東4.5 m

二方路

（都）１住居
(60,200)

+0.05

0.0 0.0 0.0

-19.2 0.0 0.0

16,118 100.0

100.6

84.0 80.8 23,890 96.6 24,731 24,700

+5.0 0.0 -8.0

0.0 0.0

100.0

24,900

254

南東3.5 m町道 （都）１低専
(40,60)

-0.04

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

21,828 100.0

99.6

／  95.0 22,885 91.9 24,902 24,900

-1.0 -6.0 +4.0

-5.0 0.0

100.0

24,900

1251

東7.7 m町道 （都）２低専
(40,60)

+0.07

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

19,610 100.0

100.6

80.0 95.0 25,957 103.7 25,031 25,000

+3.0 -1.0 +7.0

-5.0 0.0

100.0

24,900



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

戸建住宅が立ち並ぶ住宅地域で賃貸市場が未成熟であるため、収益還元法の適用は見送った。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3屋(県) － 1

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地のため

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

遠賀川7.7 ㎞

特記すべき事項はない。 ６ｍ町道 ＪＲ遠賀川駅北方7.7 
㎞

芦屋町の人口は、遠賀郡の中でも減少傾向が顕著であり、高齢化率に
ついても、県平均より高い状態が継続している。

北九州市に隣接する区画整然とした住宅地域であり、特段の地域要因
の変動は認められない。

取引の意思決定行動にあたって、主たる需要者が着目すると考えられ
る画地条件等の個別的要因については、特に変化はみられない。

住環境が良好な区画整然とした住宅地域であり、今後も現状を維持して推移すると予測する。隣接する北九州市
等と比較した割安感もあることから、地価は若干の上昇傾向で推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

対象基準地の存する近隣地域は、戸建住宅が建ち並ぶ既成の住宅地域であり、自用目的での取引が主流となっている。
収益性よりも主に居住の快適性が追求されると思料されることから、収益価格については試算しなかった。よって本件
においては、市場における需給動向を反映した実証的な価格と判断される比準価格を重視し、指定基準地との検討を踏
まえ、さらには、単価と総額との関連等の検討を行ったうえで、対象基準地の鑑定評価額を上記の通り決定した。

芦屋町及び周辺の遠賀郡各町、北九州市西部（若松区、八幡西区のそれぞれ一部）の住宅地域一帯を同一需給圏の範囲
と把握する。主たる需要者は、北九州市に通勤するサラリーマン等の最終取得者が中心。近隣地域は北九州市若松区に
隣接する居住環境が比較的良好な住宅地域である。北九州市の住宅地の価格水準と比較した割安感もあり、需給は概ね
安定している。需要の中心となる価格帯は、標準的画地規模の土地で、７００～８００万円程度が主流となっている。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

屋(県) － 2

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 25

屋(県)　 － 2 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 徳永　大典

都市経済研究所

令和 5 6 26

令和 5 7 18

（その他）

遠賀郡 屋町花美坂３２番１５
「花美坂３２－１５」

240

正方形

1：1 Ｗ 2

南西6 m

町道

水道、

ガス、

下水

（都） １低専
(40,60)

地区計画等

300 300 200 200 戸建住宅地

15 16 240 ほぼ正方形

（都） １低専
(40,60)
地区計画等

戸建住宅地 ない

32,700

／

／

／

令和 5

1.1

7,850,000 32,700

□ □

芦屋(県) 1

24,700

100.8

100.0 76.6

100.0
32,500

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

+8.0

-29.0

+2.0

0.0

□ □

□ □

■
32,500

+0.6



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｋ

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

建付
地

更地

建付
地

更地

建付
地

ほぼ長
方形

不整形

台形

不整形

長方形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

正常

宅地-2屋(県) － 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

32,700

1253

北東13 m国道 （都）１住居
(60,200)

+0.07

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

27,872 100.0

100.6

100.0 100.0 28,039 89.7 31,259 31,300

+5.0 +5.0 -21.0

+3.0 0.0

100.0

32,700

255

南西12 m国道
北東2.4 m

二方路

（都）１住居
(60,200)

+0.07

0.0 0.0 0.0

-12.5 0.0 0.0

21,573 100.0

100.6

／  87.5 24,803 88.9 27,900 27,900

+4.0 +5.0 -21.0

+3.0 0.0

100.0

32,700

1251

東7.7 m町道 （都）２低専
(40,60)

+0.07

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

19,610 100.0

100.6

80.0 95.0 25,957 80.3 32,325 32,300

+2.0 +5.0 -25.0

0.0 0.0

100.0

32,700

1256

北4 m町道 （都）１住居
(60,160)

+0.07

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

25,854 100.0

100.4

／  95.0 27,324 80.2 34,070 34,100

-2.0 +7.0 -25.0

+2.0 0.0

100.0

32,700

1207

北8 m町道 （都）１低専
(40,60)

+0.05

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

34,681 100.0

100.6

100.0 100.0 34,889 102.0 34,205 34,200

+2.0 0.0 0.0

0.0 0.0



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

対象基準地が存する地域は、居住の快適性が重視される第一種低層住居専用地域に指定された戸建住宅地域であ
り、賃貸市場が未成熟であることから、収益還元法は適用しなかった。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3屋(県) － 2

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地に存し、土地の再調達原価の把握が困難であるため。

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅のなかに農地等
も見られる住宅地域

遠賀川7.4 ㎞

特記すべき事項はない。 ６ｍ町道 ＪＲ遠賀川駅北方7.4 
㎞

芦屋町の人口は、遠賀郡の中でも減少傾向が顕著で、高齢化率につい
ても、県平均より高い状態が継続している。

町の中心部からはやや離れる住宅地域であり、周辺でミニ開発等も散
見されるものの、不動産市場の回復までには至っていない。

取引の意思決定行動にあたって、主たる需要者が着目すると考えられ
る画地条件等の個別的要因については、特に変化はみられない。

町の中心部からやや離れた、一般住宅の中に農地等も介在する住宅地域である。周辺では安値での取引も見られ
ることから、地価は若干の下落傾向で推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域は、戸建住宅を主体とする既成住宅地域であり、自用目的での取引が主流となっている。収益性よりも主に居
住の快適性が追求されることから、収益価格については試算しなかった。よって本件においては、市場における需給動
向を反映した実証的な価格と判断される比準価格を重視し、指定基準地との検討を踏まえ、さらに、単価と総額との関
連等の検討を行ったうえで、対象基準地の鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏の範囲を芦屋町及び周辺町内、北九州市西部（若松区、八幡西区の一部）の住宅地域一帯と把握。主たる需
要者は、町内居住者等の個人が中心で、他地域からの転入は少ない。芦屋町は人口の減少が続いており、不動産に対す
る需要も低迷してきたが、地価に割安感が出てきたこともあり、近年では小規模の住宅分譲も散見される。ただ、地価
を押し上げるまでには至っていない。需要の中心となる価格帯は、標準的画地規模の土地で６００万円前後が主流。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

屋(県) － 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 25

屋(県)　 － 3 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 徳永　大典

都市経済研究所

令和 5 6 26

令和 5 7 18

（その他）

遠賀郡 屋町大字山鹿字亀ノ甲１２１５番６ 331

長方形

1：2 Ｗ 1

南6 m

町道

水道、

下水

（都） ２低専
(40,60)

150 250 200 100 戸建住宅地

16 19 300 ほぼ長方形

（都） ２低専
(40,60)

戸建住宅地 ない

20,700

／

／

／

令和 5

1.1

6,850,000 20,700

□ □

芦屋(県) 1

24,700

100.8

100.0 120.9

100.0
20,600

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

+8.0

+12.0

+2.0

0.0

□ □

□ □

■
20,800

-0.5



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｋ

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

建付
地

更地

建付
地

更地

底地

ほぼ長
方形

不整形

ほぼ台
形

不整形

不整形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

正常

宅地-2屋(県) － 3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

20,700

253

南4 m町道 （都）
(60,200)

-0.04

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

25,461 100.0

99.6

100.0 100.0 25,359 123.9 20,467 20,500

-2.0 -1.0 +24.0

+3.0 0.0

100.0

20,700

254

南東3.5 m町道 （都）１低専
(40,60)

-0.04

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

21,828 100.0

99.6

／  95.0 22,885 98.0 23,352 23,400

-2.0 0.0 0.0

0.0 0.0

100.0

20,700

204

南西8.5 m県道
北東4.5 m

二方路

（都）１住居
(60,200)

+0.05

0.0 0.0 0.0

-19.2 0.0 0.0

16,118 100.0

100.6

84.0 80.8 23,890 128.2 18,635 18,600

+2.0 +7.0 +14.0

+3.0 0.0

100.0

20,700

1256

北4 m町道 （都）１住居
(60,160)

+0.07

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

25,854 100.0

100.4

／  95.0 27,324 133.5 20,467 20,500

-2.0 +6.0 +26.0

+2.0 0.0

100.0

20,700

1255

北東4.5 m町道 （都）
(60,200)

-0.04

0.0 0.0 0.0

-37.0 0.0 0.0

15,012 100.0

99.6

／  63.0 23,733 110.0 21,575 21,600

-2.0 +9.0 0.0

+3.0 0.0



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

対象基準地が存する地域は、自己所有の戸建住宅を中心とする住宅地域であり、賃貸市場が未成熟であることか
ら、収益還元法は適用しなかった。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3屋(県) － 3

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成の住宅地であり、再調達原価等の把握が困難であるため

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中規模一般住宅のほか空
地も多い住宅地域

遠賀川3.8 ㎞

特にない ４ｍ町道 遠賀川駅北西方3.8 ㎞

少子高齢化等から人口減少が続いており需要は弱いが、中心部への需
要の集中等、不動産市況はまだら模様である。

周囲に空地も残る既成住宅地だが、需要が弱く大きな地域要因の変動
はない。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅が立ち並ぶ既成住宅地域であり、これまで特に大きな地域要因の変動はなく、今後も現況のまま推移し
ていくものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

地域内に賃貸住宅はなく、賃貸市場が未成熟であるため、収益還元法の適用は断念し、取引事例比較法のみ適用した。
需要者はこれらの住宅の購入者であり、購入の検討に当たっては、代替不動産との間で居住の快適性を主眼とした価格
比較を行うものと思料される。取引事例比較法は、このような市場の実態を反映し、説得力に優れるものと考えられる
。したがって本件では比準価格を採用し、指定基準地との均衡に留意し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、概ね芦屋町及び周辺市町と判断される。周辺に空地が多く残る、中心地から離れた既成住宅地であり、
需要者は、主に当町及び周辺へ通勤するエンドユーザーである。高齢化率が高く人口も減少傾向にあるため不動産需要
が強まる傾向にはないなか、中心地に比し郊外部は相対的需要が劣り、価格水準は下落傾向にあるものと思料される。
市場の中心価格帯は土地価格は１６０㎡で３１０万円程度、新築戸建住宅で２０００万円程度である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

屋(県) － 4

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 25

屋(県)　 － 4 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 堀　和義

株式会社　総研

令和 5 6 30

令和 5 7 7

（その他）

遠賀郡 屋町大字 屋字下ノ ３１０４番６ 168

長方形

1：1.5 Ｗ 2

東4 m

町道

水道、

下水

（都） 
(60,200)

140 130 170 40 戸建住宅地

10 16 160 長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 ない

19,500

／

／

／

令和 5

1.1

3,280,000 19,500

□ □

芦屋(県) 1

24,700

100.8

100.0 127.2

100.0
19,600

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+6.0

+20.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
19,600

-0.5



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｋ

芦屋５Ｃ

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

建付
地

更地

建付
地

建付
地

不整形

ほぼ長
方形

ほぼ台
形

台形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

宅地-2屋(県) － 4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

19,500

251

南東4.8 m町道
南西4.1 m

角地

（都）１住居
(70,192)

+0.03

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

14,104 100.0

100.3

80.0 100.0 17,683 92.9 19,034 19,000

0.0 +1.0 -8.0

0.0 0.0

100.0

19,500

252

西4.3 m町道
北4 m

角地

（都）１低専
(40,60)

-0.04

0.0 0.0 0.0

-29.3 0.0 0.0

12,195 100.0

99.7

／  70.7 17,197 86.6 19,858 19,900

0.0 -4.0 -5.0

-5.0 0.0

100.0

19,500

204

南西8.5 m県道
北東4.5 m

二方路

（都）１住居
(60,200)

+0.05

0.0 0.0 0.0

-19.2 0.0 0.0

16,118 100.0

100.6

84.0 80.8 23,890 121.3 19,695 19,700

+5.0 +6.0 +9.0

0.0 0.0

100.0

19,500

1251

東7.7 m町道 （都）２低専
(40,60)

+0.07

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

19,610 100.0

100.6

80.0 95.0 25,957 133.6 19,429 19,400

+3.0 +5.0 +30.0

-5.0 0.0

100.0

19,500



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

戸建住宅が立ち並ぶ住宅地域で賃貸市場が未成熟であるため、収益還元法の適用は見送った。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3屋(県) － 4

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地のため

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗 低層店舗のほか住宅等も
混在する商業地域

遠賀川5.9 ㎞

特記すべき事項はない。 ６ｍ県道 ＪＲ遠賀川駅北方5.9 
㎞

芦屋町の人口は、遠賀郡の中でも減少傾向が顕著で、高齢化率も、県
平均より高い状態が続いている。

現在の町の商業中心からはやや距離があり、商業地としての繁華性は
低く、住宅地としての需要も想定される。

取引の意思決定行動にあたって、主たる需要者が着目すると考えられ
る画地条件等の個別的要因については、特に変化はみられない。

旧来からの商業地であり商況は停滞している。住宅地としての需要もあるものの、地価を押し上げるまでには至
っていないため、地価は若干の下落か横ばい傾向で推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

自己使用目的での不動産取引が主流であり、賃貸を前提とした収益物件はほとんど見られず、賃貸市場が未成熟である
ことから、収益還元法の適用はなじまないと考えられる。よって、本件においては、現実の市場を反映して実証的であ
ると判断される比準価格を標準として、周辺の公示地、基準地とのバランスを踏まえ、さらには、単価と総額との関連
等の検討を行ったうえで、対象基準地の鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏の範囲を、芦屋町及び周辺の遠賀郡各町内の商業地域一帯と把握する。近隣地域は、小売店舗のほか住宅も
見られる地域であり、主たる需要者は、地縁性を有する者が中心となっている。空き店舗も見られ商況は厳しい状況が
続いており、商業地の取引件数も多くないことから、需要の中心となる価格帯を見出しにくい状況にある。地価の下落
を受け、住宅地としての需要も認められることから、住宅地の価格水準も決定の参考になると考えられる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

屋(県) －5 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 25

屋(県)　5 － 1 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 徳永　大典

都市経済研究所

令和 5 6 26

令和 5 7 18

（その他）

遠賀郡 屋町中ノ浜１９１１番３外
「中ノ浜７－４」

222

長方形

1：3.5 ＲＣ 2

南西6 m

県道、

南東側道

水道、

下水

（都） 近商
(80,200)
準防

(100,200)

50 50 50 50 低層店舗併用住宅地

8 26.5 210 ほぼ長方形

（都） 近商
(90,200)

低層店舗併用住宅地 角地 +2.0

24,600

／

／

／

令和 5

1.1

5,460,000 24,600

□ □

□ □

□ □

■
24,700

-0.4



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

芦屋５Ｃ

芦屋５Ｃ

遠賀５Ｋ

岡垣５Ｃ

水巻５Ｋ

遠賀郡 屋町

遠賀郡 屋町

遠賀郡遠賀町

遠賀郡岡垣町

遠賀郡水巻町

建付
地

更地

更地

建付
地

更地

ほぼ長
方形

不整形

台形

不整形

長方形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

正常

宅地-2屋(県) －5 1

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

102.0

24,600

1253

北東13 m国道 （都）１住居
(60,200)

+0.07

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

27,872 100.0

100.6

100.0 100.0 28,039 109.2 25,677 26,200

+5.0 0.0 +4.0

0.0 0.0

102.0

24,600

255

南西12 m国道
北東2.4 m

二方路

（都）１住居
(60,200)

+0.07

0.0 0.0 0.0

-12.5 0.0 0.0

21,573 100.0

100.6

／  87.5 24,803 109.2 22,713 23,200

+4.0 +1.0 +4.0

0.0 0.0

102.0

24,600

908

南7 m町道 （都）１住居
(60,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

34,361 100.0

100.0

／  100.0 34,361 147.8 23,248 23,700

+1.0 +18.0 +24.0

0.0 0.0

102.0

24,600

754

南西5 m町道 １住居
(60,200)

+0.16

0.0 0.0 0.0

-3.0 0.0 0.0

28,580 100.0

101.4

100.0 97.0 29,876 125.3 23,844 24,300

-1.0 +13.0 +12.0

0.0 0.0

102.0

24,600

9

北東7.5 m町道 （都）１住居
(60,200)

+0.20

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

26,886 100.0

102.2

／  100.0 27,477 130.0 21,136 21,600

+2.0 +18.0 +8.0

0.0 0.0



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

対象基準地が存する地域は、地場の個人事業者が経営する店舗等が中心であり、賃貸物件が少なく、賃貸市場の
成熟が見られないため、収益還元法は適用しなかった。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3屋(県) －5 1

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地に存し、土地の再調達原価の把握が困難であるため。

□□□ ■


